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わ が 社 の
リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト

はじめに

サラヤの創業は１９５２年、その時代
は戦後からの復興を合言葉に起業の
盛んな時代。日本経済が目覚しい発
展を遂げる高度経済成長期のまさに
元年とも言える時代です。今でこそ「高
品質の代名詞」ともなった、日本のモ
ノづくりは、この時代の努力なくして
は、決して成し遂げられることはなかっ
たと思います。

一方その反面では、急成長する経
済がもたらす公害問題が顕在化してお
りました。またその当時、「赤痢」など
の感染症も表面化し、社会問題となっ
ておりました。その時代背景の中で、サ
ラヤは人々の健康を守る上では、労働
衛生・公衆衛生どちらにとっても、欠か
すことのできない「手洗い」事業より
出発しました。その後、衛生概念の市
場浸透の先駆けとして、うがいや手指
消毒など、数々の感染症予防事業を
携え、市場への定着をはかってまいり
ました。そして今日では、社会・職場・
学校・家庭・医療、あらゆるステージに
おいて広く皆様にお役立ていただける
企業となりました。本稿では、人々の
衛生・健康と共に創業来５７年間歩ん
だサラヤグループの企業危機管理は
もちろんですが、新時代を迎えた感染
症対策を健康危機管理という切り口
で、ご紹介をしてまいります。

サラヤ株式会社
営業統括本部 公衆衛生事業部次長

「感染と予防」編集長
鎌倉 直樹

感染症新時代と健康危機管理への企業使命

企業と危機管理

Ⅰ．危機管理の実情

１９９５年１月の阪神淡路大震災、３月
の地下鉄サリン事件で改めて注目を浴
びた「危機管理」。それまでは事故や
災害によって引き起こされる損失を如
何にして最小限に食い止めるかという
考え方が大半でしたが、２１世紀に入る
と、企業のコンプライアンスそのもの
が揺らぎ、その結果もたらされる不祥
事が多発するなど、企業を取巻くリス
クには、実に様々な要因があることを
思い知らされることとなりました。サラ
ヤグループとしても、常にあらゆるリス
クに備えをもつべきであると考えており
ます。しかし、リスクというものは残念
ながら全てを排除するということは不
可能であるとも承知しております。一
般論でありますが、リスクマネジメント
の考え方は２通り。ひとつはリスクを未
然に防ぐ、そしてもうひとつは発生した
リスクに対しそれを最小限に留める、
という考え方です。企業における代表
的なリスクとして、天災、コンプライアン
ス違反（法令違反、不祥事など）、海
外グローバル危機などが挙げられます
が、現代は、そこに新興感染症のリス
クも加わり、企業と危機管理の関係も
新たな局面を迎えているといえます。そ
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して、各企業にとっても、影響を受ける
リスクは様々にもなり、対策の手法も
様 で々す。

　
Ⅱ．供給責任と品質（新型インフ

ルエンザへの対応）

当社はメーカーであり、従来より、
品質確保という点については、お客様
への責任として、全社を挙げて取り組
んでおります。新型インフルエンザ対
策については、社会的な供給責任とし
て、先ずは、市場の要求する商品を製
造し、お客様へお届けすることに全力
を注ぎました。今では国内・海外に工
場を複数有し、グローバルな最適調
達、最適生産を行っておりますが、緊
急性の極めて高い、今回の国内対応

では、予防・医療として需要の高い、消
毒剤・うがい薬などを製造する、伊賀
工場（三重県）の生産体制を、これま
での２交替制より、直ちに２４時間３交
替制へとシフトし、生産体制の強化を
行いました。お陰様で、感染拡大期に
おける供給力は、業界でもトップクラス
となり、経営層の危機管理判断とそれ
に迅速に呼応した全社の奮闘が成し
得た功績であると実感しております。
お客様からも及第点をいただくことが
できました。

人々の健康を守る——。この意識
が社員一人ひとりに浸透し、「サラヤも
社会機能維持者」であるという強い気
持ちを生んだこその結果であると思っ
ております。

品質面においても、近年、品質管
理基準として浸透する外部認証取得

だけで甘んじることなく、常に、消費者
の視点で厳しく社内を見ることも徹底
しております。数年前より、「お客様の
声」を製品開発や改良にも、積極的に
取り入れるようになりました。品質管理
はメーカーにとっての生命線です。その
中でも、我々は衛生資材メーカーであ
り、健康問題へと直結する可能性も低
くはありません。今後とも正しい倫理
観と強い危機感を持って臨まなければ
ならないと思っております。

Ⅲ．グローバル危機

さて、前述以外にも、現場が主体的
にリスクマネジメント活動を推進するよ
うになり、あらゆる事項の対策によっ
て、リスクの軽減や解消が実現されてお
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ります。社員の健康管理は、衛生の旗
印を掲げるサラヤにとっては、今や当た
り前の話にもなりますので、ここでは、
その他の新興的なリスクマネジメント
事例について紹介します。

その一番に挙げられるのは、海外
への展開とともに懸念されるグローバ
ル危機となるでしょう。当社も近年、積
極的に海外進出を進めており、現在
は生産拠点、セールス拠点全てを併せ
ますと、その数は１２ヶ国１５拠点にもな
ります。数年内には「サラヤの衛生」
を急成長するアジア市場はもちろん、
世界へと更に拡大させたいと考えてお
りますが、その中にもいくつかのリスク
は存在します。経営的視点で見ますと
「為替」などのリスクも極めて重要な
事項になりますが、やはり真っ先に考え
るべきは、「社員やその家族の安全」
です。世界中で発生する、天災や事
故、地域紛争、そしてテロなどが起きる
と事業どころではなくなります。現に、
２００１年の米国同時多発テロ以降で考
えますと、各企業ともにそういった海
外グローバル危機を考えるようになっ
たのも事実でしょう。こうした事実から
も、経済、事故、災害、そして感染症に
至るまで、世界情勢にも常に目を向け、
耳を傾け、事業を遂行していく必要が
あります。

　 　　
Ⅳ．危機管理への課題

こうしたように、企業のリスクマネジ
メントには様 な々要素があり、これから
先も時代の変化と共にますます増幅
するでしょう。それと同時に、課題もま
だまだ山積していることも事実です。そ
ういった観点からも、まずは、リスクマ
ネジメントに対して、社員の主体的な取

り組みをいかにして引き出し、そして伸
ばしていくことを考えなければ先には
進めないと感じております。また、その
取り組みを全社員共通認識の基に、
全社を挙げて行うことも重要です。一
人ひとりの社員が職場におけるリスク
抽出〜判定〜対策の立案〜実行まで
を手掛けるシステム確立も必要不可
欠です。不祥事の大小によっては、大
企業でさえもあっという間に消滅する
時代であることを、十分認識しなけれ
ばなりません。あらゆるリスクに対し、
感性を研ぎ澄まし、事業活動を継続
し、社会的責任を果たしていく意味で
も最も重要な課題に立ち向かっていか
なければなりません。

特別執筆

新型インフルエンザ発生と
健康危機管理 

〜サラヤは手洗いとともに〜

昨年４月、遂にそのベールを脱い
だ新型インフルエンザ。流行拡大のス
ピードは予想以上に速く、ＷＨＯ（世界
保健機関）はたちまちパンデミック（世
界的大流行）を宣言しました。国内に
おいても、政府をはじめ自治体、企業、
学校、家庭、個人など、各レベルでの
対応が慌しく展開されました。この間、
凄まじい量の情報が飛び交い、それに
基づく対応は、今もなお変化し続けて
います。改めて、地球規模で蔓延する
感染症の怖さを実感された方も多かっ
たのではないでしょうか。今後も「集団
免疫」を獲得するまでは流行が持続、
拡大すると予想され、さらに、第２波の

発生も危惧されています。しかし、私た
ちは、逃げず恐れず、この新しいウイル
スと向かい合わなければなりません。

今回の流行では、「ウイルスが低病
原性である」「若年層患者の多さ」「重
症化リスクの高い患者」などいくつか
の特徴がこれまでに明らかになりまし
た。流行が本格化した地域などでは
医療機関に多数の患者が訪れ、大変
な状況が続きました。残念ではありま
すが、患者数の分母が増えれば、それ
に伴い死亡の報告も増加します。ただ
し、世界的に見ますと日本は「公的医
療制度」が確立されており、早期受診
が可能であるため、死亡例も少数に食
い止められているのも事実です。

そして、何よりも今回の流行では、
人々に「手洗い」「うがい」「アルコール
消毒」「エチケット」などの予防行動が
浸透しました。これらがインフルエンザ
は然ることながら、その他感染症や食
中毒の発生件数の軽減にも寄与した
のではないかとも考えております。この
「予防行動の浸透」は、大変意義深
いものであり、「手洗い」や「エチケッ
ト」で人の命が守れると言っても過言
ではないのかもしれません。

    
感染症対策は、「健康危機管理」と

もいわれ、その言葉が世の中に登場し
たのは、１９９８年に発生した「和歌山毒
物カレー事件」がきっかけともいわれて
おります。当社は１９５２年の創業以来、
人々の健康を脅かす感染症や食中毒
事件と密接に関わってきましたが、その
たびに「手洗い」をはじめとする当たり
前の予防行動の大切さを訴え続けて
きました。まさにサラヤは「手洗いとと
もに」です。

　
さて、新型インフルエンザですが、
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以前の流行時と違い、現代の私たち
は文明や医学などを発達させ、多くの
情報やツールを手にすることが可能に
なりました。実際、今回の新型インフル
エンザでは、「手洗い」「うがい」など
の標準的な予防方法や、普段あまり考
えることのなかった「咳エチケット」と
いった“武器”の有効性を改めて知らさ
れました。

感染症対策で大切なのは、【感染
症を正しく知る】、そして【予防行動を
始める】という２点ですが、これらは身
近にある食中毒や一般的な感冒など
の対策としても極めて有効です。

日本人は、何事にも「清潔さ」を求め
ます。しかしながら、その「清潔さ」は確
かなものでしょうか。人間社会に不可欠
な「公衆衛生」の思想を真剣に考え、定
着させていくのであれば、「清潔さ」の意
識だけではなく、現場における科学的
かつ具体的、実践的な「対策」と「モノ」
などのツールが欠かせません。おそらく
真の感染症対策は、それら予防のため
のツールを万人が共通して持ち、正しく
使うことから始まるのでしょう。

　　　
感染症新時代といわれる今日、猛

威をふるう新型インフルエンザはもち

ろんですが、今後 次 と々私たち人間の
世界に登場することが予想される、あ
らゆる感染症に対し、普遍的な予防
対策を一人ひとりが理解し、職場や家
庭などで実践することが大切だと考え
ます。そうした真の感染症対策のため
に、今後も皆様のお役に立てれば幸い
です。健康で豊かで、そして安全・安心
な社会づくりのために——。

以上
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１９５２年（Ｓ２７） 集団赤痢（赤痢患者数 戦後ピーク）

１９６０年代 公害・大気汚染問題（四日市ぜんそく等）

１９７７年（Ｓ５２） 和歌山県有田市 集団コレラ

１９９３年（Ｈ５） 院内感染 ＭＲＳＡ問題

１９９５年（Ｈ７） 阪神淡路大震災

１９９６年（Ｈ８） Ｏ－１５７大規模集団食中毒

２００１年（Ｈ１３） 米国同時多発テロ炭そ菌対応

２００３年（Ｈ１５） ＳＡＲＳ発生

２００６年（Ｈ１８） ノロウイルス感染症

【サラヤと感染症①】 【サラヤと感染症②】ー赤痢患者推移

感染と予防 HP
http://www.kansen-yobo.com
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特集 1
計測地震防災のすすめ

白山工業株式会社
防災情報システム部
営業技術グループマネージャ　　下窪　貴史

1.新しい地震防災へのながれ

２００6年１２月に気象庁が公開した「緊
急地震速報」は、兵庫県南部地震の後
に整備された１０００点以上の地震観測点
を使い、強い揺れが来る少し前に、地震
の襲来を知らせるものである。この情報
を受信して、安全な場所に身を隠すこと
や、重要な施設を緊急停止するなど直前
対応ができるようになった。

図表1に示すように、従来の地震防災
は、いつ来るかわからない地震に対して
事前対応・事後対応・復旧対応で行われ
てきた。これに加えて、緊急地震速報を
使った直前対応・直後対応が可能となっ
てきたため、地震防災の考え方を一歩進
める方法を考案できるようになった。

すでに、全国で多くの緊急地震速報
システムが稼働しているが、直下型地震
のような近傍地震では間に合わない、地
表面上の震度予測しかできない、長周
期地震には対応していないなどの限界が
ある。重要建物や施設からはさらに精度
の高いシステムが要求されていた。そこで
「緊急地震速報」をさらに発展させて、
対象とする建物や工場に地震計を設置
し、現地で計測しながら防災に取り組む
という「計測地震防災」の考え方が出て
きた。

2. 計測地震防災の考え方

「計測地震防災」とは、対象とする建

物や工場に複数の地震計を設置し、日常
的に計測しながら地震防災の仕組みを
構築するものである。

同じ地震であっても建物により揺れ方
は大きく異なる。たとえば、高層ビルでは
地上階が震度3でも高層階の揺れは震
度5強ということもある。

実際に２００４年１０月の新潟県中越地
震では東京都心部の高層ビルにおいて、
長周期地震動による大きな変位が発生
し、震度は小さいながらもエレベータに
停止やケーブル断線等の大きな被害を与
えた例がある。

「計測地震防災」では、このような建
物特有の揺れも計測することにより的確
に地震への対策を提供していくことが可
能である。

【図表1】

従来の地震防災の流れとの計測地震防災の位置付け

事前対応
数年

直前対応
数秒～数十秒

本震対応
数十秒

直後対応
数十秒～数分

事後対応
数日

復旧対応
数日～数ヶ月

こ
の
間
は
何
も
出
来
な
い

リスク分析 緊急地震速報 緊急対策 応急対策 復旧対策

人

物

金

● 避難訓練
● 緊急対策マニュアル

● 身近な安全な場所へ
避難

● より安全な場所へ避難
● 救助活動

● 被災者確認

● 建物耐震補強
● 設備耐震補強
● 重要施設配置見直し

● 重要設備の緊急停止
● 設備等の自動固定
● エレベータ等の停止
● 火元、ガスの自動停止

● 避難発動
● 緊急停止に反映

● 被害実態調査 ● 被害実態調査
● 在庫確認
● 代替品の手配

● 復旧計画立案･実施
移転、補強
協力会社

● 本震収束判定

● リスクファイナンスの
準備

● リスクファイナンスの
実行

● 中小地震時の結果を反映
● 計画に反映
● 被害実態の定量的把握計測地震防災
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「計測地震防災」の特徴は、

①初期微動を用いて主要動到達前に警
告を出すことができる（後述）

②建物の揺れを実測し、エレベータの緊
急停止など設備制御ができる

③実測値により建物の被災程度が判定
でき、建物の使用可否をすぐに判断し
事業中断期間を短縮するなど事業継
続計画（BCP）に寄与できる

④中小地震時の実測値を解析すること
で揺れに応じた建物の弱点を知ること
ができ、対策の優先順位を決めること
ができる

⑤実測値により被災程度を定量化する
ことによって、リスクファイナンスの指
標となりうる

などが挙げられる。

前頁図表1に、従来の地震防災の
流れに加え、「計測地震防災」の位置
付けを示す。

3.計測地震防災システムの
構成例（図表2）

計測地震防災システムは、新しい地震
防災のソリューションを提供するシステム
である。このシステムは、緊急地震速報
や地震計データを処理する中央装置と
複数箇所に設置された地震計から構成
される。

緊急地震速報は、信頼性の高い地上
回線や衛星回線などを通じて通信キャリ
アなどから受信する。地震計はビルであ
れば複数階（地表階、中間階、高層階）
に、工場であれば敷地内の複数箇所に
設置される。

中央装置は防災センターなどに設置
され、ビル内や工場内のネットワーク環
境を利用してデータを収集する。

計測地震防災システムは、各地震計
からのデータがあらかじめ設定したしき
い値を超えた場合、中央装置から制御
対象となる設備・機器（放送装置、エレ
ベータ監視盤、生産設備など）へ制御
信号を出力する。これにより実際の揺れ
に応じて、効果的に制御信号を出力する
と共に、地震計設置箇所近辺の被災状
態を一元的に監視できる。

また、蓄積した地震波形を分析し、ビ
ル固有の特性やリスクを洗い出し、対策
を検討する材料を提供する。

計測地震防災システムは、以下の2つ
の利用方法が考えられる。

①緊急制御としての利用

ⅰ 緊急放送を報知：人の避難行動を
促す

ⅱ 設備・機器の制御：エレベータの停
止、生産設備の停止

②地震防災対策としての利用

ⅰ 中小地震時に、建物および建物内
設備の挙動を把握し、特性を定量
的に把握すること

ⅱ被災時に、実測値により建物およ

び建物内設備の損傷を把握し、避
難の有無や、直後対応・事後対応
の優先順位を判断する材料を提供
すること

4.計測地震防災システムの
適用例

4.1 長周期地震動に対する適用例

巨大地震では、震源地近傍ではS波
による大きな揺れが発生するが、遠隔地
でも長周期波によって高層ビルの高層部
では大きな揺れが発生する場合がある。
長周期波は、減衰せずにより遠方まで到
達し、特に平野部の堆積層によって特定
周期の波が大きくなることがある。

この長周期地震の実験として行われ
た独立行政法人防災科学技術研究所：
兵庫耐震工学研究センターの長周期地
震動の実験映像は、室内被害の凄まじさ
を認識させるものである1）。

図表3の加速度波形は、２００４年１０月
に発生した新潟県中越地震の新宿での
波形である。長周期波の到達はＰ波の到

計測地震防災システムの構成例
【図表2】
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達より７０秒後、長周期波のピークはP波
の到達から９０秒後となっている。

したがって、遠隔地で巨大地震が発
生した場合に、長周期波の初動による変
位を検知できれば、猶予時間を十分に確
保でき、効果的に人の避難や設備の制
御ができる。

ここで、図表3の地震を例に長周期
地震動発生時の計測地震防災システム
を利用したエレベータの緊急動作を解
説する。システムの動作手順は次の通り
である。

①地震発生直後、緊急地震速報によっ
て遠隔地で巨大地震が発生したこと
を検知する（マグニチュードと距離から
判定）（図表3（a））

②長周期波の初動によると思われるビ
ルの変位がしきい値を超えた時点で
エレベータ制御盤へ制御信号を出力
する。（図表3（b））この時①の緊急地

震速報の情報を使えば、より早く確実
に、かつ小さな変位しきい値での制御
が可能となる

③長周期地震動が襲来している間は、
エレベータの扉を開け、人の避難を促
し、閉じ込めを防止する。また、無人の
籠があれば、籠を昇降路内の被害の
少ない位置に退避させ、被害を減少さ
せる（図表3（b）〜（c）の間）

④地震波の収束ではなく、変位の収束
を検知し、収束信号を出力する（図表
3（c））

その他の具体的な用途として、

●人の安全の確保や避難連絡を行う
機器の起動

非常放送装置、インターホン、構内
電話、構内無線

●設備の制御
エレベータの緊急停止：閉じ込めの

防止、安全位置への退避
火の隔離、遮断：裸火の隔離、ガス
ボンベの遮断

●初動体制の立ち上げ
長周期地震動の場合、地下の防災
センターでは高層部の揺れの状況
が把握できないため、初動が遅れる
可能性がある。高層部の揺れを表
示装置からリアルタイムに確認し、
初動活動を早期に立ち上げる。

●緊急点検の開始
収束信号を受け、早いタイミングで
緊急点検に出動できる。
中小地震時の実測値を用いて建物
の弱点を特定しておき、点検箇所の
優先順位を決めることができる。

さらに、建物の各所の実測値をもと
に、建物や設備の損傷原因の解析を行
うことも可能となる。

4.2 近傍地震に対する適用例

工場などでの地震被害は、遠隔地の
巨大地震や、直下型などの近傍地震に
よる大きな震度や加速度によって発生す
る。緊急地震速報は遠隔地の巨大地震
には間に合うが、周辺４０〜５０km以内で
発生する近傍地震には間に合わないと
いう技術的限界がある。

計測地震防災システムでは、独自に設
置した地震計を利用して近傍で発生した
地震を素早く検出し、各種設備を制御す
ることができる。これにより、地震被害に
よる事業中断の期間短縮や製品ロスの
圧縮を図ることができる。一般的に工場
には高層建築物がないため、前述の変
位による制御ではなく到達が予想される
最大震度もしくは最大加速度が制御パ
ラメータとなる。

現在でも化学工場などの危険なガ

加速度

（秒）
100 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

長周期地震が発生した場合の制御信号の発報タイミング

【図表3】

（新潟県中越沖地震時の新宿での観測記録と高層ビルでの変位）

（出典：防災科学技術研究所K-NET）
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ス・薬液を利用する工場では地震計が設
置されているが、そのほとんどがレベルト
リガによって制御されている。レベルトリ
ガは、単に震度もしくは加速度が設定し
たしきい値を超えた場合に制御信号を
出力する、という方法であるため、雷や人
工的な振動の影響を受けやすい。

そこで本システムではレベルトリガだ
けでなく、地震とノイズを識別するノイ
ズフィルタ、初期微動を検知した後の最
大加速度（もしくは震度相当値）を予測
する手法（図表4（a））を実装する（現在
開発中）。

この2つの新しい手法により、無用な
停止を避けつつ猶予時間（最大の揺れ
が到着するまでの時間）を確保すること
を可能にするシステムを実現することが
できる。

近傍地震の場合、本システムにより確
保できる猶予時間は0〜１０秒程度（「距
離４０km」÷「S波速度 4km/sec」）であ
るため、従業員の避難といった人の行動

を伴うものには向いていない。また独自
の地震計による人への注意喚起は気象
業務法による制限もある（人への注意喚
起は緊急地震速報を利用）。よって用途
としては設備制御が対象となり、以下の
ような例が挙げられる。

①超精密加工分野
・半導体の露光工程
・液晶パネルなどの露光工程、カラー
フィルター製造工程

②高速回転部を有する製造工程
・高額部品を加工するNC旋盤
・フィルム加工の薬液塗布工程

③ガスや薬液の弁制御

基本的には設備を緊急停止すること
で設備自身や製品の損傷を防ぐことが
目的となるが、他にも品質管理の観点か
ら、震度1〜3程度の弱い揺れでも地震
発生時の生産ロットを特定できる刻印を
行い歩留まりの向上を図る、といった利
用方法も考えられる。

さらに地震収束信号を利用すること
で、実測による揺れの収まりを知ること
ができるため、稼動再開への初動体制を
速やかに確保することもできる。

5.おわりに

以上、「計測地震防災」の考え方とそ
の適用例を紹介した。

弊社はわが国の地震研究分野に観
測機材を提供することを主たる業務とし
ているメーカである。兵庫県南部地震後
に整備された全国規模の地震観測網が
大きな成果を挙げ、わが国の地震防災が
大きく進展する過程と共に歩んできた。
その経験を生かして、予測や予想に基づ
く地震防災ではなく、実際に計測して得
られる定量的なデータを利用した、実効
性の高い地震防災のしくみを社会に提
供できると考えた次第である。

そのコンセプトは、計測する地震防
災「計測地震防災」であり、具体的なソ
リューションとして「計測地震防災システ
ム」を提案している。

未だ課題はあるものの、むしろ可能
性の広さ・大きさをあらためて認識して
いる。今後、「計測地震防災システム」が
人々の安全確保やBCPの手段として活
用されることを切望しつつ、より効果的な
地震防災のしくみを創りだす端緒を開い
ていきたいと考えている。

以上

1）長周期地震動による高層建物の大振幅に備える震
動台実験（2008年1月）
http://www.bosai.go.jp/hyogo/movie.html

特集 1 計測地震防災のすすめ

（秒）
10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

加速度

近傍地震の場合の地震動波形と制御信号の発報タイミング

【図表4】
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特集 2

災害時における情報収集の重要性と
その仕組み化のポイント

株式会社レスキューナウ
危機管理情報センター専門員　　三澤　裕一

1．増大する災害リスク

２００８年5月、環境省は、地球温暖化
による国内への影響予測調査の結果
を公表した。この調査では、２０3０年時
点での洪水被害額は現在と比べて年
間約１兆円増加すると予測している。今
後は、豪雨の発生頻度や強度が増し、
浸水や土砂災害による被害が拡大して
いくとの予測も明らかになった。

また、日本では、首都直下地震や東
海・東南海地震など大規模地震発生
の切迫性が指摘されている地域が少
なくない。これに加えて、阪神・淡路大
震災、新潟県中越地震、福岡県西方
沖地震、能登半島地震や新潟県中越
沖地震、岩手・宮城内陸地震と、それま
で大規模地震という災害リスクが十分
に認識されていなかった地域において
も大規模な地震の発生が相次いでい
る。このことからも、日本全国が地震の
活動期と呼ばれる時期に入り、どの地
域においても地震が発生する可能性
があることを私たちは認識しなければ
ならない。

本稿では、私たちをとりまく環境の
変化を踏まえながら、災害時における
情報収集の必要性とその仕組み化の
ポイントについて述べていきたい。

　

2．企業の災害リスクへの取
組みのあるべき姿

このような「災害大国」である日本に
おいて、政府は、阪神・淡路大震災以
降、災害対策に関する大きな方針転換
を行った。

すなわち、阪神・淡路大震災以前
の日本の災害対策は、主に「公共機関
が行うこと」（公助）として計画が策定
されてきた。しかし、現在の災害対策
は、従来から重視されてきた公助に加
えて、「個人の責任で行うこと」（自助）
と「個人ではできない範囲のことにつ
いて、周囲や地域と協力して取り組む
こと」（共助）を組み合わせて行うこと
とされている。

企業の観点からこの方針を解釈す
ると、自助とは「従業員や顧客の安全
を守り、自らの企業活動を維持するた
めの行動」、共助は「企業市民として、
またその社会的責任に基づいて、地域
への貢献と安全を守る活動」として理
解することができる。そして国や自治体
は、それら自助、共助によっては解決で
きない範囲をフォローする活動に取り
組むとされている。

つまり、企業は、国の災害対策にお
いて重要な役割を担っており、自ら積極
的に災害リスクに取り組むことが求め
られているのである。

　

企業が災害リスクへの取組みを準備
し、かつ有効に実行できることは、企業
の社会的責任として、社会から企業に
求められている大きな課題の一つであ
る。企業が災害リスクへの取組みを強
化することは、結果として地域の災害リ
スクへの抵抗力をさらに高めることに
つながる。さらにいえば、行政機関によ
る災害対策の効率的配置を実現させ、
社会全体の災害対応力を向上させるこ
とにも繋がるのである。

3．災害対策の対象範囲の変化

これまで企業における災害対策とし
ては、防災計画などに基づき、社員の
命を守り、会社の資産を保全するとい
う災害時の被害最小化を目指した取
組みが主流であった。

しかし、企業に本来求められている
災害対策をより具体的に考えるなら、
何よりも重要なのは、災害時において
も事業を守り、社会へのサービスを続
け、雇用を守ることである。これができ
て初めて、地域や地域住民への支援を
企業として行なうことができるため、災
害時にも企業活動を継続させる、また
は速やかに復旧させることが社会から
の強い要請となっている。
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このような流れから、最近では、被害
を最小化するという従来の取組みに加
え、いかに事業を継続できる仕組みや
体制を構築するかという「事業継続（Ｂ
Ｃ）」への取組みの必要性が国をあげ
て指摘され、それを実行、管理するため
に「事業継続計画（ＢＣＰ）」策定への
動きが急速に拡大している。これは、企
業が被災した場合に、その企業にとっ
て特定の重要な業務を継続すること
や、早期に回復することが、雇用を確保
し、取引の連鎖的な影響を抑制するな
ど、事業継続に直結し、地域や国全体
の経済、社会の安定に繋がると考えら
れているからである。

それでは、いつ発生するか分からな
い災害に対し、最小限の被害で切り抜
け、その後の事業継続への影響を最小
限にするために、どのような備えを行な
うべきなのだろうか。

残念ながら、想定される災害リスク
のすべてに対して万全の対策を行なう
ことは不可能に近いといえる。いかに
多くの検討とマニュアルや計画を用意
しても、発生した日時（平日か休日、昼
間か夜間など）、災害の種類や被害の
程度、企業を取り巻く経営環境の変化
といった外的要因だけでなく、社内で
災害対応を行なう要員や事業所の状
況やその他事業を継続するための事
業資源全般といった内的要因が時間
の経過とともに刻 と々変化していくから
である。

一方で、自然災害はその程度の差こ
そあれ、毎年のように発生しているた
め、対策が整っているかいないかにか
かわらず、大小さまざまな災害に対応し
ていかねばならないのが実態である。

 

4．何よりも「情報を迅速に収
集する仕組み作り」が必要

２００５年6月に経済産業省がまとめた
事業継続計画策定ガイドラインによる
と、災害発生から復旧までには以下の
４つのフェーズがあるとされている。災
害の発生を確認してから、初動対応を
実施し、ＢＣＰ発動に至るまでの「ＢＣ
Ｐ発動フェーズ」、あらかじめ定めてお
いた代替手段・設備で業務を再開する
「業務再開フェーズ」、再開する業務の
範囲を拡大する「業務回復フェーズ」、
代替設備・手段から平常の運用へ切り
替える「全面復旧フェーズ」である。（図
表１・２）

これらの各フェーズはすべて連続
していることから、最初のＢＣＰ発動
フェーズをいかに早く、混乱なく対応
できるかが、その後の３つのフェーズへ
のスムーズな移行、つまりは災害によ
る企業活動への影響度を抑え、事業
の継続性を確保する重要なポイントと

なる。逆に、その初動のつまずきは、Ｂ
ＣＰの有無にかかわらず、事態の深刻
度を深め、結果としてその後の企業活
動の継続や復旧をも大きく左右しか
ねない。

そして、この初動対応を支えるのが
「情報」なのである。前述したとおり、
災害発生後、企業を取りまく内的要
因、外的要因は刻 と々変動する。この
ため事前に策定する様 な々マニュアル
や計画は、実際の災害発生後の様々
な状況に合わせて、柔軟に運用してい
く必要がある。災害発生後の状況の
変化を迅速に把握した上で、「どこま
でならマニュアルや計画に基づいた対
応でよいのか」「どのような状況になっ
た場合にマニュアルや計画外の対応
を行った方がよいのか」という判断を、
企業においても、そして社員個人も臨
機応変に実施する必要がある。そし
て、この判断には｢情報｣が必要不可
欠である。

・災害の発生を迅速に知るための仕組み
・適切な意思決定をするための「情報」

企業防災の動向

事業継続計画の策定 防災備蓄品の整備

初動は「情報」が鍵！初動は「情報」が鍵！

迅速かつ適切な初動対応

【図表1】
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全面復旧へ

業務再開活動

復旧活動

災害発生の監視

耐震化・オフィス家具の固定

評価分析

事業継続計画

ガイド・マニュアル

訓練

備蓄管理

災害対応に最も重要な「初動対応」
そのために必要なのは意思決定のための『情報』

平時 BCP発動
フェーズ

業務再開
フェーズ

業務回復
フェーズ

全面復旧
フェーズ

初動体制検討・確立

自社関連状況

安否確認

社外状況

準備フェーズ 意思決定フェーズ 対応フェーズ

災害
発生

災害発生
の確認

BCP発動
救援活動
二次災害防止

災害対策本部
設置検討

出社・帰宅
の指示

代替手段・設備
の検討

「情報」が迅速な初動対応を可能にするポイント

5. 意思決定に必要な情報の
「見える化」

これまで、企業にとっての自助は、従
来重視されてきた被害の最小化に留ま
らず、事業継続を通じた企業価値の維
持にまでその範囲が拡大されているこ
と、それを達成するためには、何よりも
初動対応をスムーズに行なうことが重
要であること、そしてその初動対応には
「情報」が必要不可欠であることを説
明してきた。

一口に情報といっても様 な々ものが
あり、それぞれのフェーズにおいて求め
られる情報の種類や性格は異なってく
るが、ここでは初動対応時における「情
報」について整理したい。

主に災害発生後からＢＣＰを発動
する意思決定を行なうまでの間に必
要となる情報の種類は以下のとおりで
ある。

◎起きた災害はどのようなものか
災害発生の確認、災害の概要の確

認、二次被害防止対応などの現時点
での緊急対応、被害状況が入手できな
い場合では最悪状況の検討

◎自社の被害はどうなっているか
従業員の安否、家族の安否、拠点

（施設、設備、システムなど）の状況、
緊急対応要員の参集状況、ビジネス
チェーンの被災状況などの把握

◎自社を取り巻く社外の状況はどう
なっているか
被害集中地域、被害概要、ライフラ

インへの影響、交通への影響、行政対
応状況などの把握

初動対応で必要となる、救出･救護、
二次被害の防止措置、災害対応メン
バーの参集、災害対策本部の設置、出
社（帰宅）指示、ＢＣＰ発動などについ
ての意思決定を行なう際に、情報はそ

の判断根拠となる重要な役割を果た
す。しかし、それらの情報を、誰が、どう
いう場合に、どこから、どうやって、どう
いう頻度で収集し、誰に伝え、どこで使
用するのか、具体的に整理され、準備さ
れているだろうか。

事前のマニュアルや計画の有無にか
かわらず、ひとたび災害が発生すれば、
刻 と々変わる状況に応じて最善と思わ
れる意思決定を幾度となく行なわなけ
ればならない。場合によっては、事前に
策定されている計画を覆す判断をしな
ければならない状況が起きるかもしれな
いが、その状況であることを認識できな
ければその対応はできないのである。

６.災害時における情報収集
の仕組み化

災害が発生した場合に、対応を検討

【図表2】
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するために必要な情報が明確に整理さ
れたとしよう。すると、次に問題になるの
は、これらの情報をどのように収集する
かである。ここで重要なのは、以下のポ
イントを明確にすることで災害時の情
報収集の仕組みを作ることである。

①災害が発生した場合に備え、初
動時に収集が必要な情報をリ
スト化する

②平常時からリスト化された情報
を常に収集する仕組みを作る

③災害が発生した場合に備え、初
動時に情報収集を担当する要
員をリスト化する

④初動対応を開始する基準を明
確化する

⑤経営陣に迅速に報告する仕組
みを作る

⑥定期的にこれらの仕組みを実行
することにより、問題点を抽出
し、改善策を講じる

この仕組みをどのように構築し、ど
のように継続的に維持し、改善していく
かが、迅速な初動対応を行う上で重要
なポイントとなるのである。

筆者が 所属する株 式 会 社レス
キューナウは、大災害・危機が発生し
た場合に、即座に情報収集を開始し、
広く配信を行う専門企業である。その
中心となっているのが、２４時間36５日
ノンストップで対応するレスキューナ
ウ危機管理情報センター「ＲＩＣ２４」
（Rescuenow Information Center 
２４）である。このセンターでは、大災害
から身近な危機まで、インターネットを
駆使して日本全国の豊富な情報源から
情報を収集している。

以下、この「レスキューナウ危機管理

情報センター」（以下、ＲＩＣ２４）では、
上記の6つのポイントがどのように仕組
みとして整えられているかを紹介する。
当社は、災害時の情報配信に特化し
た企業であるが、これまで紹介してきた
情報収集の重要性、仕組み化のポイン
トはどこの企業にも当てはまる。参考
になれば幸いである。

【写真1】レスキューナウ危機管理情報センター（RIC24）

情報収集仕組み化のポイント ＲＩＣ２４での仕組み

災害が発生した場合に備え、初動時に収集が必
要な情報をリスト化する

災害が発生したとき、短い時間でさまざまな情報源から情報収
集を効率的に行うために、独自の手順書を整備している。災害
発生から60分以内に少なくとも42項目の電話取材やウェブ監
視などの情報収集作業を実施する。

平常時からリスト化された情報を常に収集する
仕組みを作る

24時間365日、常時専門のスタッフが複数名で、国内外の危機管
理情報の収集を行っている。気象情報から火災や事故、ライフ
ラインの状況まで、災害時だけに限らず日頃からあらゆる身の
まわりの危機管理情報を監視し続けている。
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その仕組み化のポイント

情報収集仕組み化のポイント ＲＩＣ２４での仕組み

災害が発生した場合に備え、初動時に情報収集
を担当する要員をリスト化する

迅速な情報収集を実現するために、警戒体制時にはオペレー
ションやスタッフの強化を行なうことができるようになってい
る。また、大災害などの緊急時には危機管理情報センターより２
km以内に居住するスタッフが20分以内に駆けつけ、速やかに情
報収集を実施できるようにもなっている。

初動対応を開始する基準を明確化する 災害の発生を確認できた瞬間から、当社の情報収集が自動的に
スタートする仕組みを整備している。また、警戒体制を3段階に
わけ、常時運用している（別表参照）。

定期的にこれらの仕組みを実行することにより、
問題点を抽出し、改善策を講じる

情報の種類ごとにマニュアルを整備し、フォーマットの更新を随
時行っている。
見つかった改善点については、ＰＤＣＡサイクルに基づき手順に
反映し、マニュアルの全体的な向上を図っている。

経営陣に迅速に報告する仕組みを作る 判断に迷った場合には、休日や深夜を問わず経営陣が情報セン
ターからの相談に応じる体制が整っている。また、経営陣へ迅速
に報告書を提出できるよう各種ツールの開発も行っている。
なお、災害などの情報が電話やメールで経営陣に届く仕組みも
構築されており、経営陣から情報センターへの問い合わせも24
時間365日可能となっている。

【別表】ＲＩＣ２４における警戒体制

●「CODE GREEN」（コード・グリーン）
危機管理情報センターにおいて、日常の危機管理情報をWEB、テ
レビ、メール、電話取材などにより収集する通常体制。

●「CODE YELLOW」（コード・イエロー）
危機管理情報センターにおける「警戒・支援」体制。特定の事象に
ついて、情報収集活動の増強、「CODE RED」への移行準備、社
員の所在確認なども行う。

●「CODE RED」（コード・レッド）
危機管理情報センターにおける「非常」体制。参集対象スタッフは
20分以内に緊急参集。それ以外の全社スタッフはインターネット
を通じたリモートでの情報収集支援体制をとる。

【前ページより続き】

以上
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特集 3

「まもりすまい保険」による
住宅瑕疵担保責任リスクへの対応

財団法人住宅保証機構
企画部次長兼企画課長　日高  顕一

1. はじめに
　

平成１２年4月から施行されている「住
宅の品質確保の促進等に関する法律」
（品確法）において、新築住宅（建設工
事完了の日から1年以内の、人の居住し
ていない住宅）の請負や販売を行う場
合には、請負者や売主である住宅事業
者は構造耐力上主要な部分と雨水の
浸入を防止する部分（基本構造部分）
において、１０年間の瑕疵担保責任を発
注者や買主である住宅取得者に負うこ
とが義務づけられました。ところが、平成
１７年11月に起きた、いわゆる「構造計算
書偽装問題」で、重大な瑕疵が数多く
判明し、売主であるデベロッパーが責
任を負うことになりました。しかし、この
負担に耐えられず倒産してしまったため
に、住宅取得者が救済を受けられない
という事態が発生しました。このため、
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確
保等に関する法律」（履行法）において、
平成２１年１０月1日以降に引渡をする新築
住宅については住宅事業者が基本構
造部分における瑕疵担保責任の履行
に対応する具体的な資力確保措置を
講じることが定められました。本稿でご
紹介する「まもりすまい保険」は、この履
行法に基づく住宅事業者の資力確保
措置に対応した商品となっています。

　

2. 資力確保の具体的対応方法

履行法では、「保証金の供託」ま
たは「住宅瑕疵担保責任保険への加
入」による資力確保措置を講じること
が定められています。

（1）保証金の供託

住宅事業者が倒産するなどして瑕
疵の補修を行うことが困難となった場
合に備え、補修に要する費用を確保し
ておくために一定額の保証金を法務局
等の供託所に供託を行うことが定めら
れています。供託金の額は過去に供給
した新築住宅の戸数が多いほど、一戸
当たりの平均供託金額が少なくなる、
大数の法則により定められています。
瑕疵による損害が発生し、住宅事業者
が倒産した場合等についてのみ住宅
取得者は供託金からの還付請求が出
来ることとなっています。

（2）住宅瑕疵担保責任保険への
加入

　
供託に代わる対応として、履行法で

は住宅瑕疵担保責任保険法人（国土
交通大臣より指定：現在、当機構を含
む6法人が指定、以下保険法人）が新

築住宅の住宅事業者との間で契約す
る住宅瑕疵担保責任保険への加入に
よる対応が定められています。住宅瑕
疵担保責任保険は法律上、供託の代
わりという位置づけとなっているため、
保険金の支払限度額２,０００万円以上、
保険期間が１０年以上という条件が定
められている掛け捨ての保険となって
います。

3.「まもりすまい保険」商品
概要

　
保険法人が行う業務として、履行法

第１９条第1号において住宅瑕疵担保責
任保険（当機構においては1号保険と
略称）の取扱を行うことが定められて
います。また同条第2号では、資力確保
措置には該当しませんが、住宅事業者
が任意で加入する住宅瑕疵担保責任
任意保険（新築後1年を経過した住宅
の販売、建設業許可を有しない建設
業者による新築住宅の請負等に対して
付保、当機構においては2号保険と略
称）を保険法人が取扱うことについて
も規定されています。当機構において
は、平成２０年6月から1号保険・2号保
険の保険業務を取り扱っています。保
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険制度の名称につきましては請負者や
売主、そして住宅取得者の方々に親し
みを持ってご利用いただけるよう、「ま
もりすまい保険」としています。以下に
商品概要をご紹介します。

（1）保険の仕組み

当機構は、保険証券記載の住宅
（保険付保住宅）の基本構造部分の
瑕疵に起因して、保険付保住宅が基
本構造部分の基本的な耐力性能も
しくは防水性能を満たさない場合（以
下、保険事故）、被保険者である住宅
事業者が住宅取得者に対して負担す
ることによって被る損害（以下、損害）
について、保険金をお支払いします。
また、保険付保住宅に保険事故が発
生し、住宅事業者が倒産した場合等
で瑕疵担保責任を履行できない場合
は、当機構は住宅取得者の請求に対
して住宅事業者が瑕疵担保責任を負
担するべき損害の範囲において保険
金をお支払いします（図1）。

（2）保険のてん補内容

支払い対象となっている主な保険金
は、①保険事故を補修するために必要
な材料費、労務費、その他の直接費用
（保険開始日における設計・仕様・材
質等を上回ったために増加した補修費
用は対象外となります）、②補修の範
囲、方法、金額を確定するための調査
費用（瑕疵の存在有無調査費用は対
象外となります）、③仮住居・移転費
用、となっています。

（3）保険期間

原則として、保険責任は住宅の引渡
日に始まり、保険期間は履行法におい
て定められている１０年間となります。分
譲共同住宅の場合は、建設工事完了
日から11年経過した日を終期として、各
住戸が販売されて引渡された日から終
期までが保険期間となります。また、建
設工事完了日から1年経過した、新築
住宅ではない住宅については2号保険
としての取扱になります。

（4）保険金額

1住宅当たりの保険金支払限度額
は、1号保険2号保険共通で履行法
に定める２,０００万円となっています（表
１）。免責金額は１０万円、縮小てん補割
合については８０％（被保険者である住
宅事業者が倒産した場合等で住宅取
得者へ直接支払う場合は１００％）とし
ています。また、オプションで限度額を
3,０００万円、４,０００万円、５,０００万円のい
ずれかを選択することも可能となって
います（住宅事業者が倒産した場合の
故意・重過失による損害の場合は、オ
プションを選択しても２,０００万円が限
度額となります）。

1号保険については、同一事業年度
保険契約限度額、同一事業年度総支
払限度額が設定されています（表2）。
2号保険は、１住棟当たり限度額及び
同一事業年度引受保険契約限度額
（いずれも共同住宅等の場合）並びに
1事業者あたり限度額が設定されてい
ます（表3）。

1号保険については、同一事業年度

【図1】保険の対象となる基本構造部分

特集 3 「まもりすまい保険」による
住宅瑕疵担保責任リスクへの対応
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保険契約限度額、同一事業年度総支
払限度額に加えて、保険事故が同一の
原因による一連の事故の場合で4億円
を超える支払いとなった場合、4億円を
超える部分については当機構を含めた
全保険法人が再度保険を出再してい
る損害保険会社各社により設定され
ている再保険プールから支払いが行わ
れ、全保険法人共通の「保険法人共
有限度額」が適用されることとなってい
ます。　

（5）保険料等（各種割引制度）

保険を利用するに当たって必要とな
る保険料等は保険料と現場検査手数

料となっています。保険料については、
中小企業基本法第2条第1項に定めら
れている中小企業法人については通常
コースより保険料が割引となる中小企
業コースが適用されます。その他に、建
設住宅性能評価住宅に対する割引、
団体割引（一戸建て住宅のみ）等の各
種割引制度があります。

具体的な保険料としては、床面積
１００㎡以上１２５㎡未満の一戸建て住宅
で保険単独申込・中小企業者コースの
場合、6８,７４０円（保険料４５,４２０円、検
査料２3,3２０円）となっています。共同住
宅については平均専有面積別に設定
された保険料に住戸数を乗じ、これに
床面積帯別に設定された現場検査手

数料を加えて算出します（現場検査手
数料の回数は、建物の階数によって異
なります）。専有面積４００㎡、１５戸、2階
建ての共同住宅で保険単独申込・中
小企業者コースの場合、４７７,１５０円（保
険料４２２,５５０円、検査料５４,6００円）と
なっています。

（6）その他の特徴

当機構は、「まもりすまい保険」を取
り扱う以前から任意の保証制度として
「住宅性能保証制度」を２８年間運営
し、登録住宅は１3０万戸に及んでいま
す。長年の制度運営の結果、特にこれ
までの事故処理の経験による瑕疵発

《一戸建住宅》 《共同住宅等》

《一戸建住宅》 《共同住宅等》

1住宅あたり限度額

調査費用

仮住居・移転費用 1住宅あたり　50万円 1住宅あたり　50万円

2,000万円 2,000万円

1住宅あたり補修金額の10%または
10万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実額または50万
円のうち小さい方を限度。

被保険者の当該年度におけるすべての保
険付保住宅の保険金額の合計額の10%
または1億円のいずれか大きい額

被保険者の当該年度におけるすべての保
険付保住宅の保険金額の合計額の10%
または30億円のいずれか大きい額

1住棟あたり補修金額の10%または
10万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実額または200
万円のうち小さい方を限度。

同一事業年度引受保険契約限度額※

（住宅保証機構が同一事業年度に締結した全ての 1 号保険
契約について保険期間を通じて支払われる保険金の合計額）

同一事業年度総支払限度額
（同一事業年度の間に住宅保証機構に報告がなされた全て
の事故に対し、住宅保証機構が支払う保険金の合計額）

一戸建住宅・共同住宅等あわせて125億円

一戸建住宅・共同住宅等あわせて125億円

一事業者あたり限度額

1住棟あたり限度額

同一事業年度
引受保険契約限度額※

30億円

100億円

【表1】保険金支払限度額（1号保険・2号保険共通）

【表2】1号保険限度額

【表3】2号保険限度額
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生時の対応ノウハウが非常に豊富であ
り、万一、事故が発生した時でもしっか
りとした対応が可能となっています。こ
の実績とノウハウをもとに「まもりすま
い保険」においても的確な制度運営を
行っています。

保険の申込については、各都道府
県に１カ所の建築住宅センター等を始
めとして多数の指定確認検査機関、
登録住宅性能表示機関（計１１０機関）
が取次店（事務機関）となっています。
これによって建築確認や性能評価と
の同時申込・ワンストップサービスが可
能となっています。さらに、保険の申込
のみを行う窓口を加えると、全国のべ
７０５箇所で保険申込が可能となってい
ます。

現場検査については、各地域で的
確な対応が可能となるよう行政の建
築確認申請窓口がある全国５５２地域
中５０７地域に3,７２５人を配置しています
（いずれも平成２１年11月1日現在）。

　

4.「まもりすまい保険」手続き

（1）申込から保険証券発行まで

「まもりすまい保険」をご利用する
にあたっては住宅事業者が事業者届
出を行なう必要があります。

実際の保険申込に際しては「設計
施工基準」に適合するような設計施
工が必要となります。また、住宅事業者
と住宅取得者間で交わす工事請負契
約・住宅売買契約において当機構の
保険内容に相当する瑕疵担保責任を
定めていただく必要があります。

一戸建ての注文住宅の場合、住宅

取得者に工事請負契約時に保険の
概要を説明し、「保険契約内容確認
シート」に署名もしくは記名押印をし
ていただきます。その後、確認申請提
出時に併せて「保険契約申込書」を事
務機関等に提出します。申込が受理
されますと事務機関等から「保険契約
申込受理証」が送付され、翌月に保
険料等が指定口座から引き落とされ
ます。現場検査（3階以下の場合、基
礎配筋完了時と駆体工事完了時の2
回）を実施し、住宅が完成して引渡日
が決まった段階で「保険証券発行申
請書」「保険契約内容確認シート」を
事務機関等に提出すると、事務機関
等からは「保険証券」、「保険約款」、
「保険付保証明書」、「まもりすまい
保険のご案内」が交付されますので、
住宅取得者に「保険付保証明書」と
「まもりすまい保険のご案内」をお渡
しすることで一連の保険申込手続き
が完了します。

（2）事故発生時の場合の取扱い

住宅事業者は、保険事故に該当す
ると思われる不具合を発見した場合
や、住宅取得者より不具合の発見通
知を受けた場合には、ただちに建築
住宅センター等の事務機関等に連絡
し、現地確認後に保険の請求対象と
なる場合には当機構に書面で通知を
いただくこととなります。住宅保証機
構は保険金支払い対象に該当する事
故と判断した場合、保険金をお支払い
します。

「まもりすまい保険」は住宅事業者
の故意または重大な過失により発生し
た事故に対しては保険金をお支払いし
ませんが、「故意・重過失損害特約条
項」が付帯されている保険契約につい

ては、住宅事業者が倒産した場合等で
瑕疵担保責任を履行できない場合に
限り住宅取得者に対して保険金をお支
払いします。

　

5. 制度の拡充

「まもりすまい保険」は、平成２０年
6月に取扱を開始して以降、住宅事業
者・住宅取得者より制度改善のご意
見、ご要望をいただいており、新規事業
者届出料の引き下げ、1年毎事業者届
出更新料の無料化、再開発事業（組
合方式、個人施行方式）への対応、共
同企業体（JV）への対応等、各種制度
の改定・拡充を進めてまいりました。今
後とも住宅事業者・住宅取得者からの
ご意見、ご要望をもとに利用しやすく、
かつ判りやすい制度となるよう制度の
改定・拡充を図ってまいります。

　

6. おわりに

今後は、取得した住宅に不具合が
ないかについて住宅取得者の関心は
ますます高まってくるものと思われま
す。住宅取得者は万一の住宅の瑕疵
に備えるため、住宅事業者は瑕疵担保
責任リスクへの対応のため、当機構の
「まもりすまい保険」をはじめとする資
力確保への各種制度への理解を深め
ることが、より一層、重要となってくると
考えられます。

以上

特集 3 「まもりすまい保険」による
住宅瑕疵担保責任リスクへの対応
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特集 4

サプライチェーンマネジメントの隆盛と
BCMS事情

株式会社インターリスク総研
研究開発部 研究員　頼永  忍

〜「Business Continuity Management 
Conference 2009」開催報告〜

「B u s i n e s s  C o n t i n u i t y 
Management Conference」は、年1
回開催され、今回が4回目となる。今回
の来場者数は約１,５００名を超える大盛
況となり、事前予約の段階で満席とな
るセッションが多くみられた。

本コンファレンスではセミナーセッ
ションに加え、ＢＣＭＳの第三者認証
機関によるＢＣＭＳ第三者認証取得
個別相談会が開催され、企業の事業
継続マネジメントシステムの関心の高
さが伺えた。

　

２．セミナーセッション
　
セミナーは３つのセクションに分か

れており、それぞれ、関連するテーマの
セッションが設けられていた。

各セクションには特段テーマ名は付
けられていなかったが、セミナープログ

●開催期間 ：２００９年11月２７日（金）
●開催場所 ：東京ミッドタウンホール
●主　　催 ：ＢＣＭコンファレンス実行委員会
●委 員 長  ：渡辺 研司 氏（長岡技術科学大学大学院 准教授）
●副委員長 ：篠原 雅道 インターリスク総研 研究開発部リーダー

（ＢＣＩ日本支部代表）
●後　　援 ：BCI（Business Continuity Institute）
  BCI日本支部

  日本情報処理開発協会（JIPDEC）

  社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）

  新型インフルエンザ対策コンソーシアム

  ASISインターナショナル日本支部

  日本CFO協会

  NPO日本サプライマネジメント協会

  日本データセンター協会

  リスクマネジメント協会

  NPO日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会

  （ISC）2 Japan

  財団法人２００１年日本委員会

  英国大使館 貿易・対英投資部

  三井住友海上火災保険株式会社

●セミナーセッション数：１８

１．開催概要

東京ミッドタウンで２００９年11月に国内最大級のＢＣＭイベント「Business Continuity Management 
Conference ２００９」が開催された。ＢＣＭＳ普及啓発の最新事情に触れることができたので、本稿にてお伝
えしたい。



��

特集 4 サプライチェーンマネジメントの隆盛とBCMS事情
〜「Business Continuity Management Conference 2009」開催報告〜

ラムを見ると、
・Ａ：ＢＣＭＳ規格動向、解説
・Ｂ：コンサルティング現場の現状およ

び具体的ノウハウ
・Ｃ：ＢＣＭＳ構築事例

がテーマだ。
本稿ではこの中から筆者が聴講し

た基調講演およびＡセクションの内容
を報告したい。

　
開幕基調講演では、（株）インターリ

スク総研ＢＣＩ日本支部代表／研究開
発部リーダーの篠原雅道が登壇。篠
原代表は、海外含めたサプライチェー
ンや金融マーケットにおけるＢＣＭＳの
重要性を説明するとともに、現在世界
的に進んでいるＢＣＭＳ適合性評価制
度（第三者認証制度）の現状について
講演した。日本での同制度の本格運用
は、２０１０年3〜4月となり、国際標準の
制定も２０１１年中ごろの予定であること
を報告した。また、BCMSの国際規格
（委員会ドラフト：ISO／CD22301）と
英国規格BS25999-2（英国規格：事
業継続マネジメント）のフレームワーク
や内容について考察した。

一方でＢＣＰの教育・訓練を実施し
ている企業ついては、ＢＣＰ策定企業

の４割にも満たず、また、多くの企業で
ＢＣＭＳの実施のために特段予算が組
まれていない旨報告がなされた。企業
が構築したＢＣＰの有効性向上が課
題であると問題提起するとともに、今
後ＢＣＭＳの人材育成が益々重要にな
ることを指摘した。またＢＣＭＳ導入企
業が今後増えることを踏まえ、ＢＣＭＳ
ユーザー会が設立させる見込みである
ことも報告した。

続いて登壇した（株）ディスコの服
部氏は、部品研磨機器等多くのメー
カーに使われる部品を生産している会
社にとっては、サプライチェーンを切ら
ないこと、生産をできる限り継続する
ことが事業継続における最重要課題

であると述べた。ここでも開幕基調講
演とあわせて、参加者に「事業継続と
サプライチェーンマネジメント」を意識
付けする姿勢が見られた。

　
ＢＣＰの実効力について熱く語られ

たパネルディスカッションをはさみ、午
後のＡセクションもサプライチェーンに
関連したテーマ、講演内容が目立った。

A-1セッションではBS 25999の発
行元であるＢＳＩグループジャパン米澤
氏がインドおよび韓国の事例から海外
のＢＣＭＳ状況を紹介。現在、全世界
で70機関がＢＣＭＳ認証取得を完了
し、着実に認証取得機関数が増加して
いる旨報告があった。景気後退の影響
もあり、海外においても企業にサプラ
イチェーンの事業中断を受け入れる余
裕が少なくなっており、ＢＣＭＳの重要
性が高まっているとのことであった。

Ａセクションの中では最も参加者が
多いセッションとなったA-3セッション
ではテュフラインランドジャパン（株）
のゴードン氏が、ISO 28000（サプラ
イチェーンのためのセキュリティマネ
ジメントシステム）とＢＣＭＳの関係に
ついて解説した。ISO 28000は、製
造から輸送（海運を含む）、保管倉庫
までのサプライチェーン全てをカバー
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する国際規格である。自社がサプライ
チェーンの中間にいる企業である場
合、目標復旧時間（RTO）の策定には
自社のアクティビティだけでなく、サプ
ライチェーンに関する要素を含めるこ
とが実効性を確保するために重要で
あると述べ、その際にISO 28000の
考え方を用いることが有効と提案し
た。また先日策定されたばかりのISO 
31000（リスクマネジメントに関するプ
ロセス規格）との関係にもあわせて触
れ、リスクアセスメントの方法について
本規格を参考にするとよいと紹介があ
るなど、非常に内容の濃いセッション
であった。参加者側にも熱気があり、Ｂ
ＣＭＳをサプライチェーンマネジメント
に結びつける、組み込むという意識が
高いことがうかがえた。

続くA-4セッションでビューローベリ
タスジャパン（株）の中川執行役員は、
一般的に専用パーツを独占的に生産
し納入している市場シェアの高い企業
ほど自主的なＢＣＭＳ構築が重要と思
われているがやや違う、と問題提起し、
実際には汎用性のある製品を大量に
生産し、広く納入している市場シェアの
低い企業ほど、事業停止に伴う他社へ
の切り替えが容易に行われてしまうた
めに自主的なＢＣＭＳ構築が必要とな
る、と認識を改めるよう促した。その上
で、特にＲＴＯの設定は戦略上の問題
と捉えるべきであるとして十分気を配
るよう付け加えた。

　
最終セッションのBCM Special 

Nightでは財団法人日本情報処理開
発協会（ＪＩＰＤＥＣ）の高取氏による
ＢＣＭＳ実証運用の中間報告がされ
た。第三者認証制度の対象規格は現
在はBS 25999-2であるが、国際標
準規格が制定されれば国際標準規格

を対象規格にする予定であるとの話
がされた。つまりBS 25999-2の認証
を取得した場合、国際規格化後にそ
の差分を埋めることでＩＳＯ認証の取
得を容易に行える。また現在の各業界
ごとのBCP導入割合等が示されたが、
「BCPを知らない」と答える企業が鉄
道事業者においても半数を占めるな
ど、BCMS普及の余地は大きく残され
ていることが浮き彫りとなった。そんな
中、ＢＣＭＳユーザーズガイド追補版等
が無料配布される旨発表するなど、Ｂ
ＣＭＳの普及啓発を一層加速させてい
く決意が力強く語られ、最終セッショ
ンにふさわしい展開となった。

なお、当日の発表資料についての
一部は講演企業のＷＥＢサイトから入
手できる。

　

３．おわりに

本コンファレンスに参加し、ＢＣＭＳ
におけるサプライチェーンマネジメント
の重要性が高いこと、また参加者側に
もそれが認識されていることが明確に

【図1】マネジメントシステムの運用イメージ

なったと感じた。
これまでもISO 27001（ＩＳＭＳ）詳

細管理策の1項目として事業継続に関
しては触れられていたが、具体的な実
施方法等は示されていなかった。それ
らが示されたＢＣＭＳは、事業継続とい
う企業運営の根幹に直結したマネジメ
ントシステムである。情報システム業界
はもちろん、製造業、非製造業を含め
た全ての業種の関心は高い。

現在、企業に多く導入されているマ
ネジメントシステムにはISO 9001や
ISO14001等がある。図1に示すように、
マネジメントシステム規格はマネジメント
システム共通の要求事項に各規格特
有の要求事項を乗せて運用している。

各企業のマネジメントシステムを
運用していく観点からすると、ISO 
27001/28000に加えてISO 9001/
ISO14001等現在運用中のマネジメ
ントシステムとの関係を精査しておくこ
とが今後ＢＣＭＳを導入、運用する際
の効率性向上、負荷軽減の鍵となる
だろう。

QMS固有の
要求事項

EMS固有の
要求事項

ISMS固有の
要求事項

BCMS固有の
要求事項

マネジメントシステム共通の要求事項
計画　経営者の責務　文書管理　教育・演習　内部監査　マネジメントレビュー

新型イン
フルエン

ザ、地震、

システム
障害、感染

症、

テロ、停電
など
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世界の事業継続マネジメントシステ
ム（BCMS）第三者認証制度としては、
英国規格（BS 25999-2）を適用基
準とした制度が先行しており、日本でも
(財)日本情報処理開発協会が、同規格
による第三者認証制度の立ち上げを
推進している。

一方、米国では、2001年9月の同
時多発テロを契機として、国土安全保
障省（DHS）が、連邦法に基づく「緊急
事態準備に関する適合性評価プログ
ラム（PS-Prep）」制度の立ち上げを推
進してきた。企業、NPO、病院、大学な
どの民間機関向けの本制度は、緊急
事態時の備えに関する規格を適用基
準とする任意の第三者認証制度であ

り、①DHSによる一つまたは複数の適
用基準の採用、②DHS指定の非政府
の認定機関による認証機関の認定、
③認証機関による各民間機関の認証
の三段階から成る。第一段階として、
DHSは2009年10月、BS 25999-2、
NFPA1600（米国防火協会策定の災
害対応の規格）、そして、ANSI/ASIS 
SPC.1（ASISインターナショナル策定
のBCMSに関する米国規格）の三規
格が同プログラムに採用見込みである
ことを公示し、年明けまでパブリックコ
メントを募集している。

PS-Prep制度は、米国政府が、企業
を始めとした全ての民間機関に、第三
者認証という枠組みを使ってBCMSの

米国におけるBCMS
第三者認証制度の最新動向

自主的な構築を示唆するものだが、既
に世界的に広がっているBS 25999-2
という他国の規格を適用基準の一つ
に採用し、現実的で多様な選択肢を
与えるという点が米国独自の特徴であ
る。一方、”組織の回復力”という用語で
BCMSの枠組みを定めたANSI/ASIS 
SPC.1は、ISO 9001など先行のマネ
ジメントシステム（MS）規格との両立性
（互換性）が高いことが特徴で、統合
MSを構築する企業には魅力がある仕
様となっている。

米国進出の日系企業に影響を与え
る可能性があるため、本制度が、今後ど
のような広がりを持っていくのか注視す
る必要がある。

株式会社インターリスク総研
研究開発部 研究員　飛嶋  順子
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株式会社インターリスク総研
RMFOCUS編集部

対象期間：2009年9月〜11月
本情報はマスコミ等での報道をベースに編集しています。

火災

●韓国で射撃場火災、日本人客10人死亡
韓国南部・釜山市の繁華街にある室内実弾射撃

場で11月14日、火災が発生。日本人10人を含む15
人が死亡した。火災に巻き込まれた日本人観光客
はともに九州からの９人と２人の２グループ計11人
で、船で釜山を訪れ一泊する予定であった。

釜山地方警察庁の中間発表によると、射撃直
後に飛んだ火花が射撃場内の防音材や残留火薬
に引火。火は壁や天井に張られたスポンジ状の
防音材に燃え広がり、射撃場内は数秒のうちに炎
と黒煙に包まれた。密閉された射撃場内の煙の
圧力で出入り口のドアが開き、酸素が射撃場に流
入。これによって爆発性の火災が起き、休憩室ま
で一気に燃え広がったとみられる。

●浜松のマージャン店で火災、男性４人死亡
11月17日午前３時半ごろ、浜松市のマージャン

店から出火し、約１時間半後に鎮火したが、鉄骨２
階建て店舗約210平方メートルを全焼した。２階
の焼け跡から男性客３人の遺体が見つかった。病
院に運ばれた4人のうち男性客１人が死亡した。
３人は重軽傷。静岡県警は放火の疑いもあるとみ
て捜査を始めた。出火当時、店は営業中で、死傷
者を含む客６人と従業員２人が２階にいた。１階
から出火したとみられ、無人だった１階にだれか
が入ってくるような音を客が聞いていた。同店で
は10月14日にも敷地内でタイヤや外壁が燃える
ぼやがあり、不審火として調べていた。

●居酒屋で火災、４人死亡、12人が重軽傷
11月22日午前９時ごろ、東京都杉並区の雑居ビ

ル２階にある居酒屋から出火、同店約130平方メー
トルが焼けた。客と店員の男性計４人が死亡、客
12人が重軽傷を負った。厨房で焼き鳥を焼いて
いたところ、したたり落ちた脂がガス式調理器具
の火に引火した。高く上がった火は真上の排気用
ダクトにこびりついていた油にも引火。さらにカウ
ンター席との間にかけられたのれんに燃え移り、
天井全体へと広がった模様。非常口は以前から扉
の前に座布団が積まれるなどして使われず、警視
庁は出火直後の消火活動や店側の避難誘導が不
適切だった疑いがあるとして捜査している。

地震

●南太平洋とスマトラで地震相次ぎ発生
インドネシア西部スマトラ島沖でＭ7.6の地震

が9月30日午後５時（日本時間午後７時）すぎ発
生。被害の深刻な西スマトラ州の州都パダン市内
では病院やホテル、ショッピングセンター、多数の

住居が倒壊した。インドネシア政府は10月14日、
死者数は1,115人に達したと発表した。

南太平洋のサモア諸島沖では9月29日午前７
時前（日本時間30日午前3時前）、Ｍ8.0の地震
が発生。島国サモアと周辺国を津波が瞬時に襲
い、村々が壊滅した。地震と津波による死者は、サ
モアと米国領サモア、トンガで10月１日午後（日本
時間２日午後）までに169人に上った。

風水災

●２年ぶり上陸、台風18号が本州縦断、４人死亡
10月8日未明、2007年９月以来、２年ぶりに上陸

した台風18号は、東海地方から東北地方を9日に
かけて縦断した。倒木で死傷者が出るなど強風に
よる被害が相次ぎ、各地につめ跡を残した。和歌山
県でバイクが台風で倒れた木に衝突して転倒し、運
転していた男性が死亡。埼玉県では折れた木に当
たった男性と、ベランダで屋根補修中に強風で落
ちた男性が死亡した。宮城県ではサケ養殖場従業
員が、増水した近くの水路に流されて死亡した。

東海道新幹線は上下計18本が運休、最大で２
時間以上遅れた。東北、上越、長野、山形、秋田の
各新幹線も上下線で運転を見合わせ、運休も相
次いだ。山手線は一時全線でストップした。

航空機事故・船舶事故

●８人乗り漁船遭難、3人救出、５人死亡行方不明
10月24日夜、伊豆諸島の八丈島近海にキンメ

ダイ漁に出た佐賀県の漁船が遭難した。海上自衛
隊の航空機が4日後の28日午前10時ごろ、八丈
島の北55キロで転覆した漁船を発見した。海上
保安庁は巡視船を派遣し捜索した結果、船内から
乗組員3人を救出した。3人は4日間水だけで耐え
ていた。八丈島の北約20キロに漂う救命いかだ
で見つかった船長は死亡が確認された。乗組員8
人のうち、船長を除く7人が転覆時、船室にいた。
途中で船外に脱出した4人は行方不明となってい
る。漁船は北東からの高波と強風を受けて横倒し
となり、間もなく転覆したとみられる。

●海自護衛艦と貨物船が衝突、双方で火災
10月27日午後８時ごろ、山口、福岡両県にまた

がる関門海峡で海上自衛隊の護衛艦と韓国籍の
コンテナ船が衝突した。双方に火災が発生し、護
衛艦の乗員３人が軽傷を負った。関門海峡は同
日夜、一時航行禁止となった。北東から南西に向
かっていた護衛艦と逆方向から来たコンテナ船
の船首同士が衝突し、護衛艦は船首部を大きく損
傷。コンテナ船も右船首に穴が開いた。

●北アルプスで岐阜県防災ヘリ墜落、3人死亡
岐阜県の防災ヘリコプターが、9月11日午後3時

過ぎ、同県高山市の北アルプス奥穂高岳で遭難
者を救助中に墜落。県の防災航空隊操縦士ら隊
員３人が死亡した。上空でホバリングしながら救
助に向かう県警高山署員と県の防災航空隊員を
ロープで地上に下ろした直後で、機体後部のロー
ター（回転翼）が急斜面の岩肌に触れ、バランス
を崩した疑いがある。登山中の遭難者は本事故
の後、死亡が確認された。

疾病

●ステーキレストランチェーンでO１５７拡大
ステーキ店を全国展開するレストランチェーン

は９月５日、東京都や奈良県など７店で同社のス
テーキを食べた客が病原性大腸菌Ｏ１５７による
食中毒を発症したと発表した。同社は7日から8
日までほぼ全店の営業を休止した。13日、同日ま
での発症者は兵庫、山口両県など14都府県の19
店舗で食事をした2〜81歳の男女、計38人に上
ることを明らかにした。少なくとも16店舗が営業
停止などの行政処分を受けた。

また、別の大手ステーキ店でも9日、埼玉県の２
店でステーキを食べた客２人がＯ１５７による食中
毒を発症したと発表。13日までに計14人がＯ１５７
に感染したことが明らかになった。合計10店舗が
営業停止処分を受けた。

●新型インフル感染流行拡大、国内で死亡１００人、
入院１万人超に、国民の10人に1人感染
10月19日から医療従事者に対する新型インフ

ルエンザのワクチン接種が開始され、11月には一
般へと接種が本格化した。一方、9月から11月にか
けて気温が下がるにつれ、新型インフルエンザの
感染が拡大した。

国立感染症研究所は11月29日までの１週間に
新たにインフルエンザに感染して医療機関を受診
した推計患者数は約189万人と発表した。前週か
ら約16万人増えた。定点観測している全国約５千
の医療機関から報告された患者数は19万801人。
１機関当たり39.63人で前週の38.89人から増加し
た。推計患者数の累計は約1,264万人となり、計算
上、既に国民の10人に１人が感染している。

厚生省の発表によると、７月の調査開始以来
12月1日までに累計で1万487人が入院し、そのう
ち14歳以下が8,929人で85%を占めた。現在も
約２千人が入院中とみられる。また、11月28日ま
での1週間に休校や学年・学級閉鎖などの措置を
とった小中学校や高校、保育所、幼稚園などは1万
5,656施設だった。前週からほぼ横ばい。同省は、
小中学校が減少傾向の一方、保育所と幼稚園が
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コ ラ ム

情報セキュリティの2010年問題

「情報セキュリティの2010年問題」をご存知でしょうか。

「情報セキュリティの2010年問題」とは、インターネットの安全性を確保する暗号化技術

の方式を更新することに伴う問題のことです。この問題は影響範囲が大きく、ほとんどすべ

ての業界で対応が必要なのですが、あまり注目されていません。

米国商務省国立標準技術研究所（NIST）は、事実上暗号化技術の世界標準を決めてい

る機関です。このNISTが2005年「現行の暗号化技術では将来的に解読される恐れがあり、

2010年をめどに政府機関で利用する暗号を新方式に移行する」と発表したのです。

現在、暗号化技術はインターネット、電子メール、携帯電話など様々な場面で用いられてい

ます。このため、暗号化技術の方式を変更するためには、それらのサービスを運用するサー

バ、ネットワーク機器等の更新および検証を行う必要があります。その結果、政府や企業は

莫大なコストを負担することになります。

現在の方式のままでもただちにセキュリティ上の問題が発生するわけではありません。た

だ、将来的には解読されてしまう恐れがあるため、いつかは暗号化技術の方式を更新しなけ

ればなりません。日本政府は2013年をめどに新方式へ移行する方針を公表しています。

日本では新方式への移行のめどまで、あと3年あります。各企業においては、政府、業界の

動向を把握し、新方式への移行のタイミングを逃すことなく対応することが望まれる大きな

問題だといえるでしょう。

増加しており、流行が低年齢層で拡大していると
の見方を示した。

12月６日、京都市は新型インフルエンザに感染
した70歳代の男性が死亡したと発表。国内の死
者は疑い例も含め100人になった。

ＷＨＯは12月４日、新型インフルエンザの世界
全体の死者数が11月29日時点で8,768人に達し
たと発表した。地域別に見ると、米州（5,878人）
が最も多く、次いで欧州（918人）である。日本を
含む西太平洋地域は706人に達した。

作業中・工事中の事故

●中国で炭鉱事故、作業員１０8人死亡
新華社電によると中国黒竜江省鶴崗市の炭鉱

で11月21日にガス爆発事故が発生した。事故当
時は528人が坑内で作業していた。ガスと崩壊し
たトンネルが障害となって救助が難航。27日、坑
内に取り残されていた最後の作業員1人の遺体が
確認され、死者は108人となった。今年中国で起き
た最大の炭鉱事故となった。

製品安全

●修理ミスの発火で洗濯乾燥機28万台を再リコール
家電メーカーは９月18日、発煙・発火事故の

あったドラム式洗濯乾燥機約28万台について、
リコール（回収・無償修理）時の修理ミスによる
発火事故が発生したとして、再リコールを実施す
ると発表した。リコールは事実上５回目となる。３
日、茨城県の民家で運転中に発火し２人が軽傷
を負う事故が発生していた。昨年11月実施したリ
コールの際の配線接続ミスが原因。28万台のう
ち、事故を起こした機種および同系統の３機種約
16万６千台については最新機種と交換する。

●英国ブランドのベビーカー、米国でリコール
米消費者製品安全委員会（ＣＰＳＣ）は11月9

日、英国ブランドの１人用と２人用の折り畳み式
ベビーカー約100万台について、中国で製造され
ているちょうつがい部分が折り畳む際に子供の指
先を切断したり引き裂く恐れがあるとして、同社
が自発的にリコールすると発表した。同社は米国
内でベビーカーのちょうつがいに子どもが指を挟
まれる事故15件の報告を受けた。うち12件は指
先を切断したという。同社のベビーカーは操作が
軽く簡単で日本でも人気がある。日本国内の正規
輸入元は11日、補修キットを無償配布する方針を
発表した。ベビーカーは正規輸入品が約17万台、
並行輸入品は数万台あるとみられる。消費者担当
相は利用者に、対策がとられるまで一時利用を自
粛するよう求めた。

施設・設備安全、レジャー事故

●ホームの傾斜で車いすが転落、女性が死亡
９月１３日、東京都大田区の私鉄駅ホームで、車

いすに乗った80歳代の女性がエレベータから降
り、介助者が扉を閉じるボタンを押すため乗り場

に向けておいた車いすから手を離したすきにいす
が動き、約５メートル先のホーム端から線路に転
落、死亡した。ホームの傾斜が2.5%と通常より
急で、介助者は車いすのストッパーを掛けていな
かった。この駅では同様の転落事故が2007年9月
にも起きていた。また、台東区の地下鉄駅、長野
県の駅でも同種の事故でけが人が出ていた。事
故を受けて鉄道各社はホーム柵の設置など、対策
を強化した。

●乗鞍岳で観光客らがクマに襲われ９人重軽傷
９月１９日午後、岐阜県高山市乗鞍岳のバスター

ミナルで近くの山から現れたツキノワグマに観光客
ら9人が襲われ、4人が重傷、5人が軽傷を負った。
当時、現場には、秋の行楽シーズンで観光客ら100
人以上がおり、パニックに陥った、クマは体長約1.3
メートルの雄のツキノワグマで、近くの土産物店に
飛び込んだところを従業員らが店内に閉じ込め、駆
け付けた地元の猟友会員が猟銃で射殺した。

情報関連

●陸上自衛隊隊員ら約14万人分の個人情報漏洩
陸上自衛隊の隊員ほぼ全員にあたる約14万人

分の個人情報を記録したCD-ROMを持ち出し、
外部の業者に提供したとして、陸自警務隊は8月
31日、１等陸尉を行政機関個人情報保護法違反
の疑いで逮捕した。個人情報は陸自隊員と家族の
氏名や連絡先など。自衛隊員の個人情報漏洩事
件としては過去最大規模。防衛機密などは含まれ
ていない模様。逮捕された１尉は不動産関連業者
に100万円ぐらいで売ったと認めている。鹿児島
地検は9月9日までに東京の不動産会社役人2名

を行政機関個人情報保護法違反の教唆の疑いで
逮捕した。１尉は隊員の募集に携わっている関係
で、データを扱える立場にあった。

テロ・暴力行為

●米国で銃の乱射、相次ぐ
11月５日午後（日本時間６日）、米南部テキサス

州の陸軍基地施設で同基地に勤務する陸軍少佐
の精神科医が銃を乱射。兵士12人が死亡、31人
が負傷した。容疑者は警察などとの銃撃戦で負傷
し、病院に運ばれた。

また、６日正午（日本時間７日）ごろ、米フロリダ
州の市街地にある商業ビルで男が銃を乱射し、居
合わせた１人が死亡、５人が重軽傷を負った。男は
逃走したが、２時間後身柄を拘束された。

米自治領サイパン島では20日、中国系とみられ
る男が２カ所でライフル銃を乱射。地元住民とみ
られる４人が死亡したほか観光客５人が重軽傷
を負った。男は犯行後に自殺した。

●ロシア、爆弾テロで列車脱線、26人死亡、負傷多数
ロシアの首都モスクワの北西約350キロで11月

27日夜（日本時間28日未明）、モスクワ発サンク
トペテルブルク行き急行列車の一部車両が脱線、
転覆した。この事故で26人が死亡、約100人が負
傷した。脱線した列車は14両編成で、乗務員21人
を含む約680人が乗っていた。最後尾から３、４両
が脱線した模様。現場から爆弾の一部が発見さ
れ、露検察当局は満員の列車を標的にしたテロと
断定した。この路線では2007年８月、列車が爆発
により脱線、約60人が負傷する事件が起きてお
り、南部の独立派武装勢力が犯行声明を出した。
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三井住友海上グループからのお知らせ

■ 食品防御に関するコンサルティングを開始しました。
インターリスク総研

食品防御とは、故意による食品への異物混入・汚染などに対処するた
めの危機管理手法で、現在欧米で多くの企業が導入しつつあります。

日本でも異物混入などの事件が発生しており、食品防御は、企業
の存続のためにも重要です。インターリスク総研では、ISOマネジメ
ントシステムコンサルティング会社「（株）イーエムエスジャパン」と
協業し、お客さまのニーズに応じたコンサルティングを提供していま
す。また、社内研修などセミナーの実施も可能です。

■ レピュテーショナル・リスクに関するセミナーを開催します インターリスク総研

インターリスク総研は、レピュテーショナル・リスク研究会と共同で、1月29日、レピュテーショナル・リスクに関するセミナーを開催しま
す。セミナーでは、2010年のソーシャル・イシューを発表するとともに、レピュテーショナル・リスクの評価方法や、レピュテーショナル・リス
クから企業を守る方法などについての講演を行う予定です。

企業のリスクマネジメントやＣＳＲにかかわっている皆さまのご参加をお待ちしております。

○日時：2010年1月29日（金）13時30分〜
○場所：株式会社インターリスク総研本社

http://www.reputationjapan.com/（レピュテーショナル・リスク研究会ホームページ）

【三井住友海上から生産物品質保険のご案内】
三井住友海上では、日本国内において製造・販売した商品に
対して、「第三者による異物混入事故」、「偶然な汚染事故」が
発生した場合に、これらの商品の回収費用や喪失利益などを
包括的に補償する「生産物品質保険」をご案内しております。
貴社の総合的なリスクマネジメントに是非ご活用ください。

■ 新型インフルエンザ対策ハンドブックを発売 インターリスク総研

インターリスク総研　研究開発部長　本田茂樹が監
修した新型インフルエンザ対策ハンドブックが２種類発
売になりました。

更なる流行拡大も懸念されている新型インフルエンザ
には、大部分の人に免疫がありません。「季節性インフ
ルエンザと似たもの」と油断していては、足をすくわれま
す。企業での社員研修等にご活用下さい。

『海外にお出かけになる皆さまへ　
新型インフルエンザに気をつけて！』
出版社：時評社

『大切な家族・社員の命を守るため
にできること　新型インフルエンザ
対策ポケットハンドブック』
出版社：時評社

インターリスク総研の食品安全マネジメントコンサルティングの概要

トレーサビリティ・コンサルティング
食品事故発生防止・発生後の諸対策に必要な記録の作成・保管及びその活用方法

等、トレーサビリティに関わるコンサルティングを実施します。

HACCPシステム、ISO22000の
認証取得支援コンサルティング

HACCPシステム、食品安全マネジメントシステム（ISO22000)の第三者認証取得希
望企業に対し、認証取得のコンサルティングを実施します。

食品防御（フード・ディフェンス）コンサルティング
職場管理、従業員管理、部外者管理、建物管理、運営管理等を徹底することにより、

食品テロの発生度は変わります。業務プロセスや業務管理の観点から食品防御手法導
入に関するコンサルティングを実施します。

■レピュテーションとは
企業の商品やサービスに対するイメージや企業の利害関係者が当該企業に下している評価などを包含した概念です。日本語でいうと風評、
評判、信望、名声といったさまざまな概念を含んでいます。近年、海外では無形資産の重要な一部として、注目を集めています。
インターリスク総研では、レピュテーショナル・リスク研究会の事務局をつとめ、さまざまな企業と連携して、レピュテーショナル・リスクにつ

いての研究を進めています。
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編　集　後　記

新しい年、2010年の幕が開きました。
今年は、サッカーワールドカップ南アフリカ大会が開催されます。

岡田監督が宣言したとおり、日本代表は世界を驚かすことができるの
でしょうか。

一方、2009年を振り返れば日本の野球のレベルの高さが改めて証
明された一年でした。ワールドベースボールクラシック（WBC）での
侍ジャパンの優勝。イチロー選手の9年連続200本安打の達成。松井
秀喜選手のワールドシリーズでのMVP獲得。日本人として誇り高い
気持ちを得られたことは確かです。

良き結果を実現する（悪い結果を招来しない）ために、明確なゴー
ルの設定とそれに向けた入念な準備とトレーニングが必要なことは、
スポーツとリスクマネジメントにおける共通項ではないでしょうか。

さて、今号の｢わが社のリスクマネジメント｣は、サラヤ株式会社様
からご寄稿いただきました。また、白山工業様、レスキューナウ様、住
宅保証機構様からもご寄稿いただき4本の特集記事を組みました。
読者の皆さまのリスクマネジメントにご参考になれば幸いです。

最後となりましたが、皆さまの本年のご多幸を祈念申し上げます。
（T.S.）

三澤 裕一（みさわ ゆういち）

株式会社レスキューナウ 危機管理情報センター専門員
 災害・防災関連コラム編集責任者

2006年 株式会社レスキューナウ入社。危機管理情報センターに
配属。
その後、鉄道情報放送サービス、気象情報、新型インフル
エンザ関連情報の企画立案を担当。能登半島地震、新潟
県中越沖地震など各種災害情報の収集業務にも従事。

2010年 現在に至る。

鎌倉 直樹（かまくら なおき）

サラヤ株式会社 営業統括本部 公衆衛生事業部次長
 「感染と予防」編集長

1994年 東京サラヤ株式会社入社。公衆衛生・労働衛生のクライアント
を中心に、約10年間の営業を経て、2004年サラヤ株式会社へ出向、転
籍。現在は、本社 営業統括本部にて国内セールス戦略・プロモーション
全般を統括。新型インフルエンザ対策事業においては、セールス・プロ
モーション全般を主幹。社内対策においても中心的役割を担う。
2004年に、公衆衛生・疾病対策のための情報レーベル「感染と予防」を立
ち上げ、編集長を務める。顧客コミュニケーションツールとして、定期刊行
誌、ＷＥＢを展開中。2009年11月には、同レーベルより、書籍「新型インフル
エンザ騒動から学ぶ 本当の感染症対策」を発刊。異業種交流も多数。
サラヤ企業理念は「衛生」「健康」「環境」。

下窪 貴史（しもくぼ たかし）

白山工業株式会社 防災情報システム部
 営業技術グループマネージャ

2000年 東京工業大学大学院機械物理工学専攻修了
2000年 電機メーカー勤務
2006年 白山工業株式会社入社

計測地震防災システムの企画立案、製品開発のプロジェク
トマネジメントを担当。長周期地震や近傍地震に対するソ
リューションの構築、提案活動などにも従事。

日高 顕一 (ひだかけんいち)

財団法人住宅保証機構 企画部次長兼企画課長

1986年4月 住宅金融公庫 入庫
2003年4月 同 住宅環境部副参事役
2004年4月 同 北陸支店公共業務担当課長
2007年4月 住宅金融支援機構 北陸支店営業推進グループ長
2008年4月 同 埼玉センター副センター長
2009年7月 現職



火災新種保険部
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9

01128 9,000 2010.1（新）318

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-2-5 御茶ノ水NKビル

一人ひとり一つひとつを 大切に。

株式会社 インターリスク総研


	表紙
	目次
	わが社のリスクマネジメント／感染症新時代と健康危機管理への企業使命
	特集1／計測地震防災のすすめ
	特集2／災害時における情報収集の重要性とその仕組み化のポイント
	特集3／「まもりすまい保険」による住宅瑕疵担保責任リスクへの対応
	特集4／サプライチェーンマネジメントの隆盛とBCMS事情  〜「Business Continuity ManagementConference 2009」開催報告〜
	災害・事故情報
	三井住友海上グループからのお知らせ
	編集後記



